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当金庫は、コンプライアンスを経営の重要課題に位置づけ平成18年12月にコンプライアンス憲章を制定し、コンプライ
アンス重視の企業風土の確立を目指すとともに、あらゆる事業活動において高い倫理観に基づいた実践を進めています。
毎月2日を「コンプライアンスの日」と定め、全役職員が法律・社会的規範・金庫規程等について事例を交えて勉強会を実
施し、法令等遵守の徹底を図っています。これをさらに充実したものにしていくとともに、研修等を通じて全役職員のコンプ
ライアンス意識の更なる強化に取組んでいます。

当金庫は、遵守すべき基本事項を「信用金庫行動綱領」
「コンプライアンス憲章」として定めています。その具体的
な実践計画として、毎年「コンプライアンス・プログラム」
を策定し、コンプライアンス態勢の強化、研修の充実およ
びこれらについてのモニタリングを実施しています。ま
た、コンプライアンスの具体的な手引書である「コンプラ
イアンス・マニュアル」や役職員の行動基準である「とうし
ん心得10ヵ条」等を作成し、この趣旨を役職員に徹底す
るとともに、日常業務を通じて組織的に実践しています。

　私たちは『地元と共にあり、共に栄える』を経営理念とし、コン
プライアンス（法令等遵守）を経営の最重点課題に位置づけ、あ
らゆる事業活動において高い倫理観に基づいた実践を進めてま
いります。
　ここに、コンプライアンス重視の風土の確立を目指して、全役
職員の総意のもと本憲章を制定し、役職員一人ひとりが理解し、
遵守することを宣言します。

私たちは、高い倫理観のもと、法令や金庫規定等を遵守し、
社会規範を守り、誠実かつ公正な業務を遂行します。

私たちは、社会的使命を達成するため信頼される健全な
業務運営を行います。

私たちは、お客さまに対して、『親切・丁寧・誠意』をもって接し、
正確な知識に基づき、きめ細かな金融サービスをお届けし
ます。

私たちは、積極的に社会貢献活動に取り組むとともに、継続
的な環境保全活動に参加します。

私たちは、お客さまとの取引等において、公明正大な取引を
維持します。又、反社会的な勢力に対しては毅然とした態度
で臨みます。

私たちは、職員一人ひとりの人権・個性を尊重し、安全で働き
やすい職場環境を確保します。

私ども東濃信用金庫は、社会の秩序や安全に脅威を与え、健
全な経済・社会の発展を妨げる反社会的勢力との関係を遮断す
るため、以下のとおり「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、
これを遵守します。 

１．　当金庫は、反社会的勢力との取引を含めた関係を遮断し、不
当要求に対しては断固として拒絶します。 

２．　当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対し、職員の安全
を確保しつつ組織として対応し、迅速な問題解決に努めます。 

３．　当金庫は、反社会的勢力に対して資金提供、不適切・異例な取
引および便宜供与は行いません。 

４．　当金庫は、反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から
警察、暴力追放運動推進センター、弁護士などの外部専門機
関と緊密な連携関係を構築します。 

５．　当金庫は、反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と
刑事の両面から法的対抗措置を講じる等、断固たる態度で対
応します。

平成18年12月16日制定

『コンプライアンス憲章』

『反社会的勢力に対する基本方針』

当金庫では、政府が策定した「企業が反社会的勢力によ
る被害を防止するための指針」に基づき、「反社会的勢力
に対する基本方針」を制定し、当座勘定規定や普通預金規
定をはじめとする各種規定や信用金庫取引約定書等の融
資取引の契約書に「暴力団排除条項」※を導入しています。
この取組みを推進するにあたり、当金庫では新たな口
座開設等や会員加入のお申込の際に反社会的勢力では
ないことの「表明・確約」をお願いしています。
今後も政府指針などの趣旨を踏まえ、反社会的勢力と
の関係遮断に努めてまいりますので、お客さまにはお手
数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上
げます。
※「暴力団排除条項」とは、暴力団等の反社会的勢力との
取引を拒絶すること、また、取引の開始後、反社会的勢
力と判明した場合もしくは暴力的な要求行為等が行わ
れた場合、当金庫の判断によりお取引を停止または解
約させていただくことを定めた条項です。

反社会的勢力への対応

当金庫の組織・体制は、コンプライアンス委員会とリス
ク統括部コンプライアンス課を中心に運営しています。コ
ンプライアンス委員会は、コンプライアンス態勢の整備、
強化に関する事項を総合的に検討・計画・評価し、コンプ
ライアンス課は日常におけるコンプライアンスの統括を
行っています。また全部署・全店舗に配置したコンプライ
アンス・オフィサーは、コンプライアンス課と連携し「コ
ンプライアンス・プログラム」を実施しています。役職員
は自ら定期的にコンプライアンス状況チェックシートに
より各自の行動について検証を行っています。

組織・体制

「コンプライアンスの基本方針」と
「コンプライアンス・プログラム」

お客さま保護

当金庫は、お客さまの保護及び利便性の向上を図るため継続的な取組みを行ってまいります。
１．当金庫は、お客さまへの説明を要する取引や商品について、そのご理解やご経験・ご資産の状況等に応じた適正な情報提供と商
品説明を行います。

２．当金庫は、お客さまからのご意見や苦情について、公正・迅速・誠実に対応し、お客さまのご理解と信頼を得られるよう努める
とともに、お客さまの正当な利益が保護されるよう努めます。

３．当金庫は、お客さまの情報を、適正かつ適法な手段で取得し、法令等で定める場合を除き利用目的の範囲を超えた取扱いやお客
さまの同意を得ることなく外部への提供を行いません。また、お客さまの情報を正確に保つよう努めるとともに、情報への不正
なアクセスや情報の流失・紛失等の防止のため適切に管理します。

４．当金庫は、当金庫が行う業務を外部業者に委託するにあたっては、お客さまの情報の管理やお客さまへの対応が適切に行われる
よう努めます。

５．当金庫は、当金庫がお客さま保護や利便性の向上のために必要であると判断した業務を適切に管理します。
６．当金庫は、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反の管理を適切に行います。
※本方針において「お客さま」とは当金庫をご利用されている方及びご利用されようとしている方をいいます。
※本方針において「お客さま保護の必要性のある業務」とは、与信取引（貸付契約及びこれに伴う担保・保証契約）、預金等の受入れ、
金融商品の販売、仲介、募集等お客さまと当金庫の間で行われるすべての取引に関する業務をいいます。

当金庫では、お客さまの情報・利益等の保護及び利便性向上のため、「顧客保護等管理方針」などに基づき、業務の健全性
と適切性確保に取組んでいます。

顧客保護等管理方針

利益相反管理方針

当金庫は、「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次の事項を遵守し、勧誘の適正の確保を
図ることとします。
１．当金庫は、お客さまの知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提
供と商品説明をいたします。

２．金融商品の選択・購入は、お客さまご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客さまに適正な判断をし
ていただくために、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。

３．当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客さまに対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修等を通じ
て役職員の知識の向上に努めます。

４．店舗内での勧誘については所定の営業時間内、訪問・電話による勧誘については午前８時から午後９時までといたします。ただ
し　、事前にお客さまからのご了解をいただいている場合を除きます。

５．金融商品の販売等に係る勧誘についてご意見やお気づきの点等がございましたら、お近くの窓口またはお客さまサービス課（フ
リ　ーダイヤル0120-252-248）までお問い合わせください。

（　注　）当金庫は、確定拠出年金運営管理機関として、確定拠出年金法上の『企業型年金に係る運営管理業務のうち運用の方法の選定及
び加入者等に対する提示の業務』及び『個人型年金に係る運営管理機関の指定もしくは変更』に関しても本勧誘方針を準用いた
します。

金融商品の勧誘方針

当金庫は、信用金庫法及び金融商品取引法等に基づき、利益相反のおそれのある取引を管理するため「利益相反管理方針」を定め
ています。本方針は、利益相反のおそれのある取引を適切に管理（以下「利益相反管理」といいます。）するための態勢を整備し、
お客さまの利益を保護することを目的として、次の事項を定めています。
１．利益相反管理にあたっては、当金庫がお客さまと行う取引を対象とします。
２．利益相反管理の対象とする取引は以下に定めるとおりとします。
（１）次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
　　①当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
　　②当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する相手と行う取引
　　③当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引
（２）前項①から③のほかお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
３．利益相反管理の対象となる取引については、次に掲げる方法その他の方法を選択し、またはこれらを組み合わせることにより、
適切に管理を行います。

　　①対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法
　　②対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
　　③対象取引またはお客さまとの取引を中止する方法
　　④対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示する方法
４．利益相反管理部署の設置及び責任者の配置等にあたっては営業部門からの独立性を確保し、利益相反のおそれのある取引の特定
及び利益相反管理を一元的に行います。

５．当金庫は役職員等に対し、利益相反管理に関する教育・研修・会議等を通じて、利益相反管理についての周知徹底を図り、役職
員等は利益相反のおそれのある取引について認識を深め、お客さまの利益が不当に害されないよう努めます。

６．利益相反管理態勢については、その適切性及び有効性を定期的に検証します。
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